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福岡市児童福祉施設等産休等代替職員制度実施要綱                               

 （性格及び目的） 

第１条 産休等代替職員制度は、児童福祉施設等の職員が出産又は傷病のため、長期間にわたって

 継続する休暇を必要とする場合、その職員の職務を行わせるための産休等代替職員を当該児童福

 祉施設等の長が臨時的に任用し、市がその所要経費を予算の範囲内において負担するものとし、

 もって職員の母体の保護又は専心療養の保障を図りつつ、施設における児童等の処遇を確保する

 ことを目的とする。 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱において「児童福祉施設等の職員」とは、次の表の「施設種別」欄に掲げる施設

 に常勤の職員として勤務する「職種」欄に掲げる職員のうち、児童福祉施設等の措置費に算入さ

 れている等国庫補助対象職員である者及び保育所職員をいう。 

施

設

種

別 

保育所、へき地保育所、認定こども園（幼稚園型を除く）、一時保護所、児童養護施設

、障がい児入所施設、児童発達支援センター、知的障がい者小規模通所授産施設、児童

自立支援施設、乳児院、母子生活支援施設、児童心理治療施設、救護施設、更生施設、

授産施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム（特定施設入所者生活介護の指定を受けて

いる施設を除く）、社会事業授産施設、婦人保護施設 

 

職

種 

保育士、看護師、介護職員、保健師、寮母、児童生活支援員、児童自立支援専門員、指

導員（児童指導員、生活指導員、生活支援員、職業指導員等)、セラピスト（作業療法士

、理学療法士等)、栄養士、調理員 

２ この要綱において、「産休等職員」とは、児童福祉施設等の職員のうち出産することとなる者

 又は疾病若しくは負傷のため３１日以上の療養を必要とする者をいい、「産休等代替職員」とは、

 産休等職員の勤務を臨時に行うものをいう。 

 （産休等代替職員の任用）  

第３条 児童福祉施設等の長（その者が任命権を有しないときは、その任命権を有するものとす 

 る。）は、当該児童福祉施設等の産休等職員の職務を行わせるため、次の各号に掲げる期間のい

 ずれかを任用の期間として産休等代替職員を臨時的に任用するものとする。  

 (1) 児童福祉施設等の職員が出産することとなる場合（以下「産休の場合」という。） 

  は、その職員の出産予定日前８週間目に当たる日から出産予定日後８週間目に当たる日までの

  期間に相当する期間の範囲内において、産前産後を通じ、出産予定日前８週間目から６週間目

  までの間にある日（多胎妊娠の場合にあっては１６週間目から１４週間目にある日）を起点と

  する必要な期間 

   また、産後の期間が８週間に満たない場合にはその満たない日数に相当する日数を当該必要

  な期間に加えた期間とする。 

  (2) 児童福祉施設等の職員が傷病のため、３１日以上の継続する療養を必要とする場合（以下 

  「病休の場合」という。）は、その職員が休暇を開始して３０日を経過した日から、その日か

  ら起算して６０日を経過する日までの期間内において、その職員が休暇を継続する期間 

２ 児童福祉施設等の長が行う産休等代替職員の任用は次のとおり行うものとし、任用に際しては

 健康診断書を徴する等健康状態に留意するものとする。 

 (1) それぞれの職種ごとの所定の資格を有するもの 

 (2) 前号に掲げる所定の資格を有する者が得られない特別の理由があると市長が認める場合にお

   いては、児童等の保護に従事したことがある者又は保育士試験の科目の一部に合格した者等児

  童等の保護に熱意を有し、かつ、心身ともに健全な者と市長が認める者 

３ 児童福祉施設等の長は、産休等代替職員を任用しようとする場合においては、産休等代替職員

 任用承認申請書（様式第１号）に、別に定める書類を添えて市長にこれを提出するものとする。 
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４ 前項の申請を受理した市長は、その申請に係る書類の審査により産休等代替職員を任用する要

 件を満たしていると認めたときは、産休等代替職員任用承認通知書（様式第２号）を当該児童福

 祉施設等の長に送付するものとする。    

５ 産休等代替職員の任用の承認をうけた児童福祉施設等の長（以下「承認をうけた者」という。）

 は、その任用期間中に産休等職員の雇用関係がなくなったとき若しくは産休等職員が就業したと

 きは、すみやかにその旨を市長に届け出るものとする。この場合において、この届出を受理した

 市長は、その事実のあった日からその承認を取り消すものとする。 

 （費用） 

第４条 市は、その任用の承認を行った産休等代替職員に係る費用として、市が定める産休等代替

 保育士費補助金に係る賃金の日額単価に、その産休等代替職員がその任用予定期間の範囲内にお

 いて児童福祉施設等に勤務した日数を乗じて得た額を、その任用を承認した児童福祉施設等の長

 に交付するものとする。 

２ 前項の経費の負担は、その任用期間経過後、児童福祉施設等の長が市長に提出する産休等代替

 職員任用実績報告書（様式第３号）に基づいて行うものとする。 

３ 市は、児童福祉施設等の長から、前項に規定する報告を受けたときは、産休等代替職員費補助

 金事業実績調査確認書（様式第４号）により確認し、産休等代替職員費補助金確定通知書（様式

 第５号）を交付する。 

４ 前３項により負担する経費の交付については、この要綱に定めるもののほか、福岡市補助金交

 付規則（昭和４４年４月１日規則第３５号）によるものとする。 

５ 産休等代替職員の任用承認申請をした者（以下、「申請者」という。）が市税を滞納している 

 場合は、この要綱に定める他の規定に関わらず、第３項により負担する経費を交付しないものと 

 する。 

（暴力団の排除） 

第５条 市長は、福岡市暴力団排除条例（平成 22 年福岡市条例第 30 号。次項において「暴排条例」

という。）第６条の規定に基づき、本条に規定する排除措置を講じるものとする。 

２ 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱に定める他の規定に関わら

ず、前条第３項により負担する経費を交付しないものとする。 

(１) 暴排条例第２条第２号に規定する暴力団員 

(２) 法人でその役員のうちに前号に該当する者のあるもの 

(３) 暴排条例第６条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

３ 市長は、補助事業者が前項各号のいずれかに該当したときは、前条第３項により負担する経費

の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

４ 市長は、前条第３項により負担する経費からの暴力団の排除に関し警察への照会確認を行うた

め、申請者又は承認をうけた者に対し当該申請者又は当該承認をうけた者（法人であるときは、

その役員）の氏名（フリガナを付したもの）、生年月日、性別等の個人情報の提出を求めること

ができる。 

 （雑則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。 

      附  則（昭和４７年４月１日） 

  この要綱は公布の日から施行し、昭和４７年４月１日から適用する。 

      附  則（昭和５２年４月１日） 

  この要綱は、昭和５２年４月１日から施行する。 

 ただし、傷病若しくは負傷のため３１日以上の療養を必要とする者に係る産休等代替職員の任用

に関する規定は、昭和５１年１０月１日において任用事由が発生したもの又は同日以後に任用事由

が発生したものについて適用する。 

      附  則（昭和５４年４月１日） 

  この要綱は、昭和５４年４月１日から施行する。 

      附  則（昭和５９年４月１日）  

  この要綱は、昭和５９年４月１日から施行する。 

    附  則（平成８年４月１日） 

  この要綱は、平成８年４月１日から施行する。 
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    附  則（平成１１年４月１日） 

  この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

    附  則（平成１３年４月１日） 

１ この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

 （経過措置）        

２ 産休の場合に係わる産休等代替職員の任用に関する規定の適用にあたっては、平成１３年３月

 ３１日以前から引き続き任用する場合において、産休職員が、平成１３年４月１日以後に出産し

 た場合は改正後の規定を適用し、同年３月３１日までに出産した場合は従前の例による。 

    附  則（平成１５年４月１日） 

  この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

    附  則（平成１６年４月１日） 

  この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

       附  則（平成１７年４月１日） 

  この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

       附 則（平成１９年４月１日） 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

       附 則（平成２３年４月１日） 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年４月１日） 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

（期間） 

２ この要綱は、平成２９年３月３１日をもって廃止する。 

なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断する

ものとする。 

附 則（平成２９年４月１日） 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

（期間） 

２ この要綱は、平成３３年３月３１日をもって廃止する。 

なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断する

ものとする。 

附 則（令和３年４月１日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（期間） 

２ この要綱は、令和７年３月３１日をもって廃止する。 

なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断する

ものとする。 

附 則（令和７年４月１日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（期間） 

２ この要綱は、令和１１年３月３１日をもって廃止する。 

なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断する

ものとする。 

 

 


